
関東学院大学学位規則 
（昭和４６年４月１日制定） 

 （趣旨） 

第１条 関東学院大学（以下「本学」という。）が授与する学位に関する事項に関しては、関東 

学院大学学則（以下「学則」という。）及び関東学院大学大学院学則（以下「大学院学則」と 

いう。）に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 

 （学位及び専攻分野） 

第２条  本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とし、学士、修士及び博士の学位 

にあっては専攻分野の名称を付記し、次のとおりとする。 

  大学   国際文化学部 英語文化学科    学士（英語文化） 

              比較文化学科    学士（比較文化） 

              国際文化学科    学士（国際文化学） 

       社会学部   現代社会学科    学士（社会学）又は学士（社会福祉学） 

経済学部   経済学科      学士（経済学） 

       経営学部   経営学科      学士（経営学） 

       法学部    法学科       学士（法学） 

              地域創生学科    学士（法学） 

       理工学部             学士（理工学） 

       情報学部   情報学科      学士（情報学） 

       建築・環境学部          学士（建築・環境学） 

       人間共生学部 コミュニケーション学科   学士（コミュニケーション学） 

              共生デザイン学科  学士（デザイン学）       

       栄養学部             学士（栄養学） 

       教育学部             学士（教育学） 

       看護学部             学士（看護学） 

  大学院  文学研究科  英語英米文学専攻  修士（文学）  博士（文学） 

              比較日本文化専攻  修士（文学）  博士（文学） 

              社会学専攻     修士（社会学） 博士（社会学） 

       経済学研究科 経済学専攻     修士（経済学） 博士（経済学） 

              経営学専攻     修士（経営学） 博士（経営学） 

       法学研究科            修士（法学）  博士（法学） 

       工学研究科            修士（工学）  博士（工学） 

       看護学研究科           修士（看護学） 

 （学位授与の要件） 

第３条 本学を卒業した者には、学則第３４条に定めるところにより、学士の学位を授与する。 

２ 本学大学院の課程を経た者には、大学院学則第２２条及び第２３条に定めるところにより、修 

 士又は博士の学位を授与する。 

３ 大学院の博士後期課程を経ない者には、大学院学則第２４条に定めるところにより、博士の学 

 位を授与する。 

 （学位授与の申請） 

第４条 修士の学位論文（特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。）は、各研究科の

定めるところにより、当該研究科委員長に提出するものとする。 

２ 本学大学院の博士後期課程にある者が博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書、論 

 文目録、論文の要旨、履歴書及び別に定める論文審査手数料を添えて、論文を当該研究科委員長 

 に提出するものとする。 

３ 大学院の博士後期課程を経ない者が博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書、論文目 

 録、論文の要旨、履歴書及び別に定める論文審査手数料を添えて、論文を学長に提出するものと 

 する。 

４ 本学大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、 

 博士の学位の授与を申請する場合は、前項の規定によるものとする。 

５ 本学大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、 

 再入学し博士の学位の授与を申請する場合は、第２項の規定によるものとする。ただし、最高在 

 学年限の６年を超えた者はこの限りでない。 



６ 第１項から第３項までの規定により提出した論文及び第２項又は第３項の規定により納入した 

 論文審査手数料は、これを返還しない。 

 （学位授与申請の受理） 

第５条 学長又は研究科委員長は、学位授与の申請が前条第１項から第３項までに規定する要件を 

 備えるときは、これを受理する。 

 （論文） 

第６条 第４条第１項から第３項までの規定により提出する論文は１篇とし、３部作成して提出 

 するものとする。この場合において、参考として他の論文を添付することができる。 

２ 審査委員会は、審査のため必要があると認めるときは、参考論文、論文の訳文、模型又は標本 

 等の審査資料を提出させることがある。 

 （論文の審査付託） 

第７条 第５条の規定により学位論文を受理したときは、第４条第３項によるものについては、学 

 長は当該研究科委員長を経て当該研究科委員会にその論文の審査を付託し、第４条第１項及び第 

 ２項によるものについては、研究科委員長は当該研究科委員会にその論文の審査を付託するもの 

 とする。 

 （審査委員会） 

第８条 前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、指導教授を主査とし、当 

 該論文に関連ある授業科目担当教授又は准教授２名以上からなる審査委員会を設ける。ただし、 

第４条第３項によるものについては、指導教授をもって組織することを原則とし、審査委員会が 

主査を選出する。 

２ 前項の規定にかかわらず、審査委員会は審査のため必要があると認めるときは、研究科委員会 

 の議を経て前項による審査委員のほか、当該研究科以外の本学研究科の教授又は准教授、若しく 

は他の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。 

３ 審査委員会の構成について、専門分野の特性等により前２項の定めにより難い場合で、学長が

認めたときは、他の方法により選出することができる。 

 （学位論文の審査及び試験） 

第９条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験を行う。 

２ 最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連する科目について口頭試問又は筆答試問によっ 

 て行う。 

３ 審査委員会は、論文の審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、最終試験を 

 行わない。 

４ 第４条第３項による審査の場合は、第２項のほかに専攻学術に関し、本学大学院博士後期課程 

 において所定の単位を修得して学位を授与される者と同等以上の学識を有することを認定しなけ 

 ればならない。ただし、第４条第４項の規定による者が、退学後３年以内に博士の学位授与の申 

 請をするときは、この学識の確認のための試問を免除することができる。 

 （審査期間） 

第１０条 審査委員会は、修士の学位についてはその学年度末までに、博士の学位については申請 

 受理後１年以内に、論文の審査及び最終試験を終了しなければならない。 

 （審査委員会の報告） 

第１１条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験を終了したときは、直ちに論文の内容の要旨、 

 論文審査の要旨及び最終試験の結果の要旨に学位授与の可否の意見を添え、研究科委員会に文書 

 で報告しなければならない。 

２ 審査委員会は、第９条第３項の規定により最終試験を行わなかった場合は、その旨を研究科委 

 員会に文書で報告しなければならない。 

 （研究科委員会の審議） 

第１２条 研究科委員会は、前条の報告に基づき審議を行い、第３条第２項によるものについては、 

 大学院学則第２２条及び第２３条に定めるところによりそれぞれ課程の修了の可否を、第３条第

３項によるものについては、その論文及び最終試験の合否を議決する。 

２ 前項の議決は、構成員の３分の２以上の出席を必要とし、出席構成員の過半数の賛成がなけれ 

 ばならない。 

 （研究科委員長の報告） 

第１３条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、当該研究科委員長は、論文とともに論文の 

内容の要旨、論文審査の要旨及び最終試験の結果の要旨に学位授与の可否の意見を添え、文書で



大学院研究科委員長会議長に報告しなければならない。 

 （学位授与の決定） 

第１４条 大学院研究科委員長会議長は、前条の報告に基づいて大学院研究科委員長会議を招集 

し、その審査を経て学位授与の可否を決定する。 

２ 大学院研究科委員長会議長は、前項の議決の結果を文書で学長に報告しなければならない。 

３ 第１項の議決は、第１２条第２項の規定を適用する。 

 （学位の授与） 

第１５条 学長は、前条の決定に基づいて、学位を授与すべき者には所定の学位記を授与し、授与 

 できない者にはその旨通知する。 

 （学位論文の要旨等の公表） 

第１６条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３箇月以内に、その学位 

 論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 

 （学位論文の公表） 

第１７条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内にその学位論文をイン

ターネットの利用により公表しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、 

 本学の承認を得て、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものをインターネットの利用に 

より公表することができる。この場合において、本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供 

するものとする。 

３ 前項のやむを得ない事由がなくなった時は、博士の学位を授与された者は、すみやかにその学 

 位論文の全文をインターネットの利用により公表しなければならない。 

４ 学位論文を公表する場合は、「関東学院大学審査学位論文」である旨を明記しなければならな 

い。 

 （学位の名称の使用） 

第１８条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、「関東学院大学」と付記するもの 

 とする。 

 （学位授与の取消し） 

第１９条  学位を授与された者が、その名誉を汚す行為をしたとき、又は不正の方法により学位の 

授与を受けた事実が判明したときは、学長は、当該学部教授会又は大学院研究科委員長会議の議  

を経て学位の授与を取消し、学位記を還付させ、かつその旨を公表する。 

２ 第１２条第２項の規定は、前項の学位授与の取消しについて準用する。 

 （登録） 

第２０条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は学位簿に登録し、学位を授与した日 

 から３箇月以内に、文部科学大臣に報告するものとする。 

 （学位記及び書類の様式） 

第２１条 学位記及び学位申請関係書類の様式は、別記様式第１及び別記様式第２のとおりとする。 

 （再入学） 

第２２条 第４条第５項の規定による再入学は、博士の学位授与の申請を目的とする場合に限るも 

 のとする。 

２ 再入学の選考は、当該研究科委員会の議を経て大学院研究科委員長会議において行う。 

３ 前項の規定により再入学を許可された者の学費及び諸納金は、関東学院大学大学院学費等納入

規程に定めるところによる。 

 （規則の改廃） 

第２３条 この規則の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が行う。 

   附 則 

１ この規則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

２ この規則は、昭和５２年４月１日から改正施行する。 

３ この規則は、昭和５３年４月１日から改正施行する。 

４ 関東学院大学学位規則第３条第３項に規定する大学院の課程を経ない者に対する博士の学位 

（いわゆる論文博士）の授与は、同条第２項に規定する本学大学院の課程を経た者に対する博士 

の学位が授与された後に取扱うものとする。 

５ この規則は、昭和５４年４月１日から改正施行する。 

６ この規則は、昭和５５年４月１日から改正施行する。 



７ この規則は、昭和５７年４月１日から改正施行する。 

８ この規則は、平成３年７月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成４年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成５年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成７年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成８年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成９年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成９年１２月１８日付で改正し、平成１０年１月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規則は、平成１０年１２月２２日付で改正し、平成１１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則の施行の際、平成１０年度以前に経済学 

 部第一部及び経済学部第二部に入学した者については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規則は、平成１１年１０月７日付で改正し、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則第２条の規定にかかわらず、平成１１年度以前に工学部第一部及び工学部第二部 

 に入学した者については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規則は、平成１１年１０月２８日付で改正し、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則第２条の規定にかかわらず、平成１１年度以前に経済学研究科に入学した者につ 

 いては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規則は、平成１４年２月２８日付で改正し、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ 本規則は、平成１５年３月２０日付で改正し、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則第２条の規定にかかわらず、平成１１年度以前に経済学部、経済学部第一部及び 

経済学部第二部に入学した者については、なお従前の例による。 

   附 則 

この規則は、平成１５年１１月２７日付で改正し、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成１７年１１月２４日に改正し、平成１８年４月１日から施行する。  

  附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から改正施行する。  

   附 則 

 この規則は、平成１９年１１月２６日に改正し、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、２０１３年３月１４日に改正し、２０１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規則は、２０１３年１０月１０日から改正施行する。 

２ この規則による改正後の学位規則第６条、第１６条及び第１７条の規定は、２０１３年 

 ４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、２０１４年１１月２０日に改正施行する。 

   附 則 

１ この規則は、２０１５年３月１９日に改正し、２０１５年４月１日から施行する。 

２ この規則の改正施行の際現に文学部英語英米文学科及び比較文化学科に在籍する者の学位に

ついては、改正後の第２条の規定は適用せず、改正前の第２条の規定は、なおその効力を有す

る。 



   附 則 

この規則は、２０１６年３月１７日に改正し、２０１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、２０１６年４月１４日から改正施行する。 

  附 則 

この規則は、２０１７年３月１日に改正し、２０１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、２０１９年３月５日に改正し、２０１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、２０２０年３月３日に改正し、２０２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、２０２１年３月１９日に改正し、２０２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、２０２１年１２月１日から改正施行する。 

  附 則 

 この規則は、２０２２年３月２日に改正し、２０２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、２０２２年４月６日から改正施行する。 

附 則 

 この規則は、２０２３年４月５日から改正施行し、改正後の第４条第１項の規定は、２０２３年４

月１日から適用する。 

 附 則 

 この規則は、２０２４年３月６日に改正し、２０２４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規則は、２０２５年３月５日に改正し、同年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、２０２６年３月４日に改正し、同年４月１日から施行する。 

 



別記様式第１ 学位記 

（１） 第３条第１項の規定により授与する学位記の様式（学士） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kanto Gakuin University  
confers upon 

氏 名 
the Degree of  

BACHELOR of ○○○○○ 
in recognition of having successfully  

completed the approved course of study 
in the College of ○○○○○, 
Department of ○○○○○. 

  
  月  日 , 年 

Degree Number:○○○○○○ 
   

○○ ○○（学長名） 
President 

Kanto Gakuin University 
Yokohama, Japan 

  
第     号 

  
学  位  記 

  
                     氏   名 
                   年  月  日生 
  

上記の者は本学○○学部○○学科 
所定の課程を修めて卒業したので 
学士（○○）の学位を授与する 

  

  
          年  月  日 

   
          関 東 学 院 大 学  印 

   



(２)  第３条第２項の規定により授与する学位記の様式（修士:学位論文による学位授与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kanto Gakuin University  
confers upon 

氏 名 
the Degree of  

MASTER of ○○○○○ 
in recognition of having successfully  

completed the approved course of study 
and for fulfilling all requirements 

in the Graduate School of ○○○○○, 
Master's Course in ○○○○○. 

  
  月  日 , 年 

Degree Number:○○○○○○ 
   

○○ ○○（学長名） 
President 

Kanto Gakuin University 
Yokohama, Japan 

  
修第     号 

  
学  位  記 

  
                    氏   名 
                   年  月  日生 
  

 上記の者は本学大学院○○学研究科 
    ○○専攻の博士前期課程（修士課程）に 

   おいて所定の単位を修得し学位論文の 
審査及び最終試験に合格したので 
修士（○○）の学位を授与する 

 

  
          年  月  日 

   
           関 東 学 院 大 学  印 

   



（３） 第３条第２項の規定により授与する学位記の様式（修士:特定の課題についての研究 

の成果による学位授与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
修第     号 

  
学  位  記 

  
                    氏   名 
                   年  月  日生 
  

  上記の者は本学大学院○○学研究科 
 ○○専攻の博士前期課程において 
 所定の単位を修得し特定の課題に 
ついての研究の成果の審査及び   
最終試験に合格したので 
修士（○○）の学位を授与する  

  
           年  月  日 

   
             関 東 学 院 大 学  印 

   

  

 

Kanto Gakuin University  
confers upon 

氏 名 
the Degree of  

MASTER of ○○○○○ 
in recognition of having successfully  

completed the approved course of study 
and for fulfilling all requirements 

in the Graduate School of ○○○○○, 
Master's Course in ○○○○○. 

  
  月  日 , 年 

Degree Number:○○○○○○ 
   

○○ ○○（学長名） 
President 

Kanto Gakuin University 
Yokohama, Japan 



（４） 第３条第２項の規定により授与する学位記の様式（課程博士) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
博第     号 

  
学  位  記 

  
                    氏   名 
                   年  月  日生 
  

 上記の者は本学大学院○○学研究科 
 ○○専攻の博士後期課程において 

所定の単位を修得し学位論文     
の審査及び最終試験に合格したので 
博士（○○）の学位を授与する 

  

  
           年  月  日 

   
            関 東 学 院 大 学  印 

   

  

Kanto Gakuin University  
confers upon 

氏 名 
the Degree of  

DOCTOR of ○○○○○ 
in recognition of having successfully  

completed the approved course of study 
and for fulfilling all requirements 

in the Graduate School of ○○○○○, 
Doctoral Course in ○○○○○. 

  
  月  日 , 年 

Degree Number:○○○○○○ 
   

○○ ○○（学長名） 
President 

Kanto Gakuin University 
Yokohama, Japan 



（５） 第３条第３項の規定により授与する学位記の様式（論文博士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
博第     号 

  
学  位  記 

  
                    氏   名 
                   年  月  日生 
  

 上記の者は本学大学院に学位論文を  
提出し所定の審査及び試験に合格し 
たので博士（○○）の学位を授与する 

  

  
           年  月  日 

   
            関 東 学 院 大 学  印 

   

  

 

Kanto Gakuin University  
confers upon 

氏 名 
the Degree of  

DOCTOR of ○○○○○ 
in recognition of having submitted 

 a doctoral dissertation 
and passed the examinations. 

  
  月  日 , 年 

Degree Number:○○○○○○ 
   

○○ ○○（学長名） 
President 

Kanto Gakuin University 
Yokohama, Japan 



別記様式第２ 学位申請関係書類 

 （１）学位申請書の様式 

   ① 第４条第２項(課程博士) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東学院大学 

学位申請書 

 

                        年  月  日 

   関東学院大学大学院 

    研究科委員長    殿 

     

                  （現住所） 

 

                  （氏 名）       印 

 

 

関東学院大学学位規則による博士（  ）の学位の授与   

   を申請いたします。 

 

   

 

  添付書類 

   １ 論文目録（３部） 

   ２ 論文要旨（３部） 

   ３ 履歴書（３部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 第４条第３項(論文博士) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東学院大学 

学位申請書 

 

                        年  月  日 

   関東学院大学 

    学長        殿 

     

                  （現住所） 

 

                  （氏 名）       印 

 

 

関東学院大学学位規則による博士（  ）の学位の授与   

   を申請いたします。 

 

  受験する外国語の種類 

 

  添付書類 

   １ 論文目録（３部） 

   ２ 論文要旨（３部） 

   ３ 履歴書（３部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２） 論文目録及び論文要旨の様式 

 

論 文 目 録 

年  月  日 

学位申請者氏名        印 

論 文 要 旨 

申請者氏名 

申 請 学 位   博士（   ） 

  主 論 文 

１．題目 

２．冊数 

３．印刷公表の方法及び時期 

 

主論文題目 

（和 文） 

（外国文） 

参考論文（別紙添付も可） 

１．題目 

２．冊数 

３．印刷公表の方法及び時期 

 

 

主論文要旨 邦 文は 4,000 字以内  

      外国語は 2,000 語以内  

（別紙添付も可） 

 

 


